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(亜東関係協会側)

書簡をもって啓上致します。本理事長は亜東関係協会と財団法人交流協会との間の在外事務 

所相互設置に関する取決め一、及び二、に関連し、次のとおり了解していることを確認致しま 

す。

(交流協会側書簡のー、及び二、引用)

本理事長は以上を申し進めるに際し、ここに貴会長に重ねて敬意を表します。

1 9 7 9年8月8日東京で

亜東関係協会理事長 

張研田

財団法人交流協会会長

堀越禎三 殿


